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平成２６年１２月 

 

消費者庁 取引対策課  御中 

経済産業省 商務流通保安グループ消費経済企画室  御中 

 

公益社団法人 日本通信販売協会 

 

特定商取引法の見直しに関する要望 

 

１. 規制強化の前に規制の効果を検証していただきたい 

 前回の改正において通信販売については、返品に関する特約を明

記していない場合には、消費者に対し返送料の負担を求めるものの

契約の解除ができる規定が設けられ、返品特約の明示等について行

政からガイドラインが示された。そこで、当協会では、通販業界と

して同規定と同ガイドラインに基づき、返品に関する表示の明確化

を目的として、自主的なガイドラインを制定したところである。そ

のため、事業者は商品別に返品の可否を表示するなどネット通販広

告を含め、広告表示の見直しとシステム変更を余儀なくされ一定の

コスト負担をせざるを得なかった。しかしながら、そもそも善良な

事業者は同特約については明確に表示していたのであって、それら

に関する苦情については改正前後ほとんど変化はない。 

 一方、ここ数年はネット通販の詐欺的サイトに関する相談が急増

し、特に平成２４年には当協会の消費者相談室・通販１１０番で受

けた「通販に関する相談」9，073件のうち非会員の相談が 7，292

件でそのうちネットによる「詐欺的サイト」のトラブル相談が 3，

829 件となった。すなわち、海外有名ブラント商品が格安で買える

かのように表示し、代金を支払わせ商品を届けない、あるいは偽物

を送りつけるなどといった悪質業者が横行した。 

 このように、特商法によって法規制を強化したとしても、法律を

遵守するために一定のコストを負担して表示の適正化に取り組む

のは常に善良な事業者であり、悪質事業者はそもそも法規制を遵守

しないのであるから、法改正の主たる目的であるそれら悪質業者の

排除に対して実効性がない。仮にそうした悪質業者が一時的に減っ

たとしても、その悪質業者はまた別の手口で消費者を欺罔しようと

するだけである。 
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 従って今回の見直しに際しては、昭和５１年の法制定以来の改正

強化によって事業者を規制してきたことについて、その効果の検証

をまずは行うべきと考える。たとえば、平成２０年の改正では迷惑

メール規制について、オプトアウトからオプトイン規制としたが、

現在、一向に迷惑メールは減少していない。その規定を遵守してい

るのは善良な事業者であって、悪質業者には何ら効果を発揮してい

ないのではないか。このようにぜひ規制強化のための検証ではなく、

効果の検証をお願いしたい。 

２. 規制強化ではなく規制緩和もお願いしたい 

 平成８年には電話勧誘販売の規制が導入された、これは当時、職

場等へ電話をかけて執拗、巧妙に国家資格でもないものをさも国家

資格であるかのごとく宣伝、勧誘を行い、消費者があいまいに返事

をすると一方的に契約が成立したとして法外な代金を請求するト

ラブルが急増したため（いわゆる士商法）であり、悪質業者の排除

を目的に制定されたものである。一方、最近１年間で２取引以上あ

る場合は適用除外があるものの、善良な事業者のマーケティング活

動を著しく阻害する要因にもなっている。昨今の小売業界を取り巻

く環境は厳しく、過去に一回でも取引実績のある顧客に対して、い

わゆるスリーピング顧客への販売促進は、事業者のマーケティング

活動として当然の行為である。また、買い物に出かけることが困難

な消費者に対して、いわば御用聞きのように商品購入の意思を承る

方法は今後の高齢化社会の進展を鑑みるとますます増加するもの

と思われる。ところが、悪質な士商法業者の排除を目的とした電話

勧誘販売の規制によってそうした自然な事業活動がしづらい状況

にある。新規の顧客を獲得することがままならない現状においては、

こうした活動が自由にできることがより重要となる。 

 したがって、過去に１回でも通常の取引実績がある顧客に対して

電話勧誘する場合は適用除外とされたい。 
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平成２７年２月 

 

消費者庁 御中 

経済産業省  御中 

   

 

公益社団法人日本訪問販売協会 

 

特定商取引法の見直しの議論にあたっての要望 

公益社団法人日本訪問販売協会は、１９８０年４月の設立以来、訪問販売取

引の公正と購入者等の利益を保護し、訪問販売事業の健全な発展に資すること

で国民経済の発展に寄与することを目的に、「倫理綱領及び自主行動基準の作成

及び実践」、「訪問販売員に対する教育指導」、「消費者相談の受付・解決」とい

った各種の自主的事業を実施してきた。 

 

前回、平成２０年改正の折も当協会は、「会員管理の強化及び悪質事業者の入

会拒否」「過量販売における業界としての考え方を取りまとめ（これは、業界と

して通常必要とされる量について一定の基準を示すものを策定した）」、そして、

訪問販売による消費者被害を救済するため「会員企業からの資金提供による基

金の創設」などの制度を導入し消費者保護の取り組みを強化した。 

 

この間の相談件数の推移を、独立行政法人国民生活センターのＰＩＯ-ＮＥＴ

のデータからみると、訪問販売については平成２２年度９８，９１６件だった

のが、平成２５年度は９０，５２９件と８．５％減少している。高齢の契約者

の相談比率が高い点は、特商法の適用のない放送サービスやインターネット接

続回線、生保、金融商品等の相談情報がデータに含まれているようなので、さ

らに詳細な分析が必要であると考えているが、現在、当協会では高齢者の保護

の強化を図るため自主行動基準の改定の検討をすすめている。 

 

また、訪問販売という形態は、消費者の最も身近にある存在である。地域創

生や女性活躍といった施策の重要性が叫ばれる中、訪問販売員の約８割が女性

を占め、高齢者や女性が活き活きと働くことができる場となっている。さらに、

高齢の単身世帯が増えていく中で、そのネットワークを活かし、地域の見守り

に貢献するなどの取り組みも多い。 
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善良な事業者は自主的に消費者保護を図っている一方で、一部の悪質な事業

者によって消費者被害が引き起こされている。こうした悪質事業者による被害

は、規制を強化したところで容易に減るものではない。今後の見直しの議論に

おいては、先ずはこれまでの規制強化の効果や苦情相談の現状を精査したうえ

で、訪問販売業界全体を一律に規制するような方法ではなく、悪質業者は排除

され健全な事業者が健全に発展するような必要な規制の在り方を検討していた

だきたい。特に、訪問販売に「不招請勧誘禁止」などの勧誘規制を導入すべし

といった声もでていると聞き及んでいるが、消耗品などいわば庶民の日常生活

に問題なく定着しているような訪問販売が、その基本である「消費者との対面

の機会」を奪われるようなことになれば、多くの女性販売員がその職を失うこ

とになる。一部の悪質事業者のために、地域や高齢者の雇用を支える場を奪う

ことや、消費者側の商品選択の機会を減らし利便を損なうような法律改正は到

底容認できないと考える。 
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